
◆ (仮称）津市久居ホール実施設計に 

 ついて検討を行いました。 

発行月 平成２８年１０月 

第４号 
（仮称）津市久居ホール建設検討委員会 

開催概要 

 会議名 第４回（仮称）津市久居ホール建設検討委員会 

 日 時 平成２８年７月９日（土）１４：００～１６：００ 

 場 所 津市本庁舎４階庁議室 

 出席者 建設検討委員５名、アドバイザー、設計者及び事務局 

追加意見等を踏まえた設計者からの

設計提案について 

第３回検討委員会後の取組について 

 ◎ 建設検討委員の変更 

 久居音楽祭実行委員会の委員長であった齋藤

満男委員が、久居音楽祭実行委員会において委

員長の変更があり、新たに岩田直行氏が委員長

となられました。 

 委員長変更に伴い、新たに岩田氏が建設検討

委員へ就任されました。 

 ◎ 旧久居庁舎解体に着手 

 平成２８年６月２３日付けで旧久居庁舎解体工

事の契約を締結し、工事着手しました。工期につ

いては、平成２９年１月１８日までとなります。 

 市として新たに聞き取りを行った意見や追加の検討を踏まえ

た実施設計をまとめてきています。 

 設計者からは基本設計から追加変更となった箇所についての

説明がありました。 

 その主な内容については裏面のとおりです。 

 昨年度末に納品された基本設計を基に劇場法を

踏まえた市民が誇りに思えるような施設として、

必要な仕様や性能の確保に向けた検討を行ってき

ました。このほか、舞台照明等の専門的な機能に

ついては、アドバイザー会議を開催し、検討を

行ってきました。 

 さらに障がい者団体等からの要望に応じるため

の仕様変更や追加意見に対する検討を行ってきま

した。 

 ◎ 追加意見に対する検討 
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 右記までご意見ご感想をお寄せください。 

また、津市ホームページもご覧ください。 

○消防との協議の結果、スプリンクラー設置基準の

関係で中２階を設置することは難しいとのことで

あるため、楽屋レイアウトを変更し、中２階を廃

止した。 

○２分割が可能な楽屋兼会議室を増設した。 

○練習室３、体験交流室を楽屋利用することも想定

し、２階共用部と楽屋ゾーンを区画できるよう

に、それぞれの諸室付近に半透明ポリカーボネー

ト製の簡易区画扉を設置した。 

○授乳室を設置した。 

○中２階楽屋廃止に伴い、下手袖舞台上部に技術ス

タッフ室、休憩室、調光盤室を設置した。 

○主催者控室は楽屋ゾーンにあったが、２階ホワイ

エ側のもぎりに近い位置に設置した。 

 第３回検討委員会で、これまでに聞き取りを行っ

た意見について整理・検討を行いましたが、今回の

委員会では、第３回検討委員会の中で出された意

見、聴覚障がい者団体からの意見、設計者との打合

せで出た意見を追加意見として、整理・検討が行わ

れました。 

 追加された意見及び検討委員会で出された主な意

見は次のとおり。 

 ○聴覚障がい者のこと（放送が聞こえない・中で何

かあった場合に訴えられるように）を考えエレ

ベーターをガラス戸にしてほしい。 

○磁気ループ装置の設置を検討してほしい。 

○電光掲示板や回転灯を設置してほしい（今後調整

を要するが、回転灯は白い光のフラッシュで対応

するよう検討している）。 

○災害時における避難所としての機能については、

備蓄等の基準があり制約があるため、現時点では

避難所指定については考えていない。 

○舞台上の設備関係について、基本設計では、道具

バトンを手動での整備を検討してい たが、今後の

ことを考え、電動化への変更を検討を行ってい

る。 

  今回は、基本設計が示された後に追加された意見や対応が変更となった箇所が反映された 

 実施設計１※注について、検討が行われました。 

  今後、今回の建設検討委員会で検討された意見等に基づいて、詳細な実施設計２※注を進め 

 ていくことになります。 

 ※注）ニュースレター第２号参照 

 ◎ ２階（共用ゾーンなど）における検討経過 

 ◎ ホール内における検討経過 

○身障者用駐車場を５台に増やし、これに合わせて

庇も延ばす変更を行った。 

○事務室・支所サテライトの北側に考えていた共用

トイレの位置について、スタジオ等から遠いこと

もあり共用トイレの位置を館内中央部に変更し

た。 

○共用トイレを館内中央部へ移設することに伴い、

多目的トイレの位置をスタジオ北側へ変更した。 

○搬入口側に段差があるため、スロープを設置し

た。 

○支所サテライト及び事務室の形状変更に伴い、

ロッカー室の位置の変更を検討（今後、実施設計

で移設箇所の検討を行う）。 

○ホール内車椅子席を左右２席ずつ最後列に２台設

置し、合計６席とした。 

○ＰＡブースを最後列に設置した。 

 ◎ １階（共用ゾーン・楽屋ゾーンなど）に 

おける検討経過 

意見整理について 


